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「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整

備等に関する法律等の一部を改正する法律案」について

厚生労働省においては、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関す
る法律等の一部を改正する法律案」を作成し、本日、同法律案の国会提出について閣議に付議し、閣議決
定がなされた。
なお、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を
改正する法律案」の概要は別紙１、同法律案要綱は別紙２のとおりである。
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